






























東京歯科保険医協会 
 

国保の編綴方法 
 
   通常の請求分とは別に編綴する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

診療報酬明細書 

青森県○○国保 請求書 

診療報酬総括請求 

とじひも 

保険者ごとに①～⑦の順に並べ、請求書・明細書を作成する。 

順番は青森、岩手、宮城、福島、新潟、茨城、栃木、千葉、長野

各県などの順にする。 

①保険者を特定できたが、記号・番号が不明の場合 

 （レセプトの欄外上部に赤色で不詳と記載したレセプト） 

②一部負担金を受領しなかったレセプト 

  （レセプトの欄外上部に赤色で災１と記載したレセプト） 

③一部負担金を受領したレセプト 

  （レセプトの欄外上部に赤色で不詳と記載したレセプト） 

④一部負担金を受領しなかったレセプト、受領したレセプトの２枚

一組で作成されたもの 

⑤一部負担金を受領しなかった場合とそれ以外に分けることが困

難なレセプト 

⑥保険者の特定ができず、記号・番号も確認できない場合で一部負

担金を受領しなかった場合 

 （住所または事業所名、その連絡先と災１と記載したレセプト） 

⑦保険者の特定ができず、記号・番号も確認できない場合で一部負

担金を受領した場合 

 （住所または事業所名、その連絡先を記載したレセプト） 

（被災者の請求分） 
 

岩手県○○国保 請求書 


